
3 款 2項 1目 第1章 ｢思いやりと希望にみちたまちづくり｣  

～保健・福祉の充実、子育て・子育ち環境の充実～ 

【会計】一般会計 基本施策 7 高齢者が安心して暮らせるまちにします 

3款：民生費 2項：老人福祉費 1目：老人福祉総務費 施策 1 高齢者が生活しやすい環境づくりに努めます 

事業 4 敬老祝金贈呈事業 

担当所属 高齢者福祉課 

【予算額・決算額】（円） 

予算額 決算額 
（財源内訳） 

一般財源 国支出金 県支出金 地方債 その他特財 

2,892,000 2,855,594 2,855,594 0 0 0 0 

【決算額の節別内訳】（円） 

11 需用費 15,594 20 扶助費 2,840,000 

【実施計画の概要】 

事業の内容 

当該年度中に満 99 歳、満 100 歳の年齢に到達する方に対し、それぞれ 2 万円、5 万円の

祝金を贈呈し、敬老思想の高揚を図ります。また、満 100 歳の方には併せて、国から、

祝状及び銀杯が贈呈されます。 

事業の目的 
高齢者に対し敬老祝金を贈呈し、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者の長寿を祝う

とともに、敬老思想の高揚を図ることを目的とします。 

事業の効果 
多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者の長寿を祝うとともに、敬老思想の高揚を図る

ことができます。また、同時に対象高齢者の安否確認を行うこともできます。 

 

【事業の概要】 

・贈呈総額 2,840,000 円、対象者への贈呈は 100％ 
・満 99 歳、満 100 歳の対象者に、高齢者の長寿を祝うとともに、敬老思想の高揚を図るため、それぞれ

2 万円、5 万円の祝金を贈呈しました。 
・贈呈者数合計：88 人 

※平成 25 年度より祝金贈呈対象者及び金額を見直しました。 
（平成 24 年度まで：満 80 歳(1 万円)、満 88 歳(3 万円)、満 99 歳(5 万円)、満 100 歳以上(10 万円) 
 平成 25 年度から：満 99 歳(2 万円)、満 100 歳(5 万円)） 
 

【活動指標・成果指標】 

指標名 平成 26 年度 平成 25 年度 平成 24 年度 
敬老祝金対象者への通知件数 88 件 86 件 1,882 件 

対象者への贈呈率 100％ 100％ 100％ 
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